
○本庄市有料広告事業取扱要綱

平成１９年３月１日

告示第４０号

改正 平成２０年３月１４日告示第５２号

平成２０年６月１２日告示第１３８号

平成２０年９月１９日告示第２３４号

平成２１年１２月１７日告示第３４２号

平成２４年２月２４日告示第４２号

平成２６年３月６日告示第４９号

平成３０年３月３０日告示第１３８号

令和２年３月２４日告示第１２１号

令和２年１１月９日告示第４３４号

（趣旨）

第１条 市は、市が管理する資産（市のホームページ、市が発行する刊行物等を

含む。以下「市資産」という。）を有効活用することにより、民間事業者その

他の事業者（以下「民間事業者等」という。）の事業活動を促進し、地域経済

の活性化を図るとともに、市の財源を確保し、もって公共の福祉の維持・向上

を図ることを目的として広告事業を実施するものとし、その実施については、

この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において「広告事業」とは、市資産を広告媒体とし、民間事業

者等の広告を掲載することにより、広告料を徴収することをいう。

（広告を掲載する市資産）

第３条 広告を掲載する市資産は、次のとおりとする。

（１） 広報印刷物等

（２） ホームページ

（３） 窓口用封筒及び公用封筒

（４） 本庄駅自由通路サインボード

（５） その他広告媒体として活用できる市資産で市長が認めるもの



（掲載の基準）

第４条 別表第１のいずれかに該当する広告は、掲載することができない。

（広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料）

第５条 市の資産に広告を掲載する場合の広告の位置、規格、広告掲載期間及び

広告料は、別表第２のとおりとする。

（広告事業の募集）

第６条 広告事業の募集は、原則として公募するものとし、広報紙、ホームペー

ジ等により行うものとする。

（広告事業の申込み）

第７条 広告の掲載をしようとするものは、有料広告掲載申込書（様式第１号。

以下「申込書」という。）に掲載をしようとする広告の原稿を添えて市長に提

出しなければならない。

（広告掲載の可否決定）

第８条 市長は、申込書の提出を受けたときは、速やかに掲載の可否を決定し、

有料広告掲載可否決定通知書（様式第２号。以下「通知書」という。）により

通知するものとする。

２ 前項の場合において、広告の申込みが広告の募集件数を超え、かつ、それら

の広告が第４条に該当しないときは、次に掲げる順序による優先順位によるほ

か、抽選により掲載の可否を決定するものとする。

（１） 市内に事業所等を有するものの広告

（２） 前号に該当しないものの広告

３ 市長は、前項の規定により抽選から漏れた民間事業者等を、市が他の広告を

募集する際に優先できるものとする。

４ 市長は、広告の掲載希望の応募者が予定の数に満たない場合又はない場合は、

個別に広告掲載の案内をすることができるものとする。

５ 市長は、募集期間以外において、広告を掲載する枠に空きがあるときは、申

込書の先着順により掲載ができるものとする。

（広告の審査）

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、審査を行うものとする。



（１） 広告掲載の可否に当たり、疑義のあるとき。

（２） 広告料の設定及び変更を行うとき。

（３） その他市長が必要と認めるとき。

２ 審査は、本庄市行財政事務改善委員会規程（平成１８年本庄市訓令第３号）

に規定する本庄市行財政事務改善委員会が行うものとする。

（広告掲載者の責任等）

第１０条 市資産に広告を掲載するもの（以下「広告掲載者」という。）は、次

に掲げる責務を負うものとする。

（１） 広告の内容に関する紛争については、自己の責任において解決するこ

と。

（２） 掲載の条件として原状回復の定めのあるものは、掲載期間終了後、速

やかに原状に復すこと。

（３） 市資産（広報印刷物等、ホームページ及び封筒を除く。）への広告の

取付け及び撤去に要する経費を負担すること。

（４） 広告の原稿及び電子データの作成に係る経費は、広告掲載者の負担と

する。

（５） 市町村税を完納していること。

（広告料の納入方法）

第１１条 広告掲載者は、本庄市会計規則（平成１８年本庄市規則第４５号）第

２条第７号に定める納入通知書により、市長が指定する期日までに広告料を一

括で納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき

は、この限りでない。

２ 市長は、広告料の納入を確認した後でなければ広告を掲載することができな

い。

３ 納入された広告料は還付しない。ただし、広告掲載者の責めによらない理由

によって広告が掲載できなかったときは、この限りでない。

（広告掲載の取消し）

第１２条 市長は、市の行政運営上支障があるとき、又は指定期日までに原稿の

提出がなかったとき、若しくは指定期日までに広告料の納入がなかったときは、



広告を掲載する旨の決定を取り消すことができる。

（その他）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

附 則（平成２０年３月１４日告示第５２号）

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年６月１２日告示第１３８号）

この告示は、公示の日から施行する。

附 則（平成２０年９月１９日告示第２３４号）

（施行期日）

１ この告示は、平成２０年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、改正前の要綱等の規定により既に印刷済の様式につい

ては、当分の間、使用することができる。

３ 前項の場合において、この告示により改正されたものについては、所要の修

正をすることができる。

附 則（平成２１年１２月１７日告示第３４２号）

この告示は、平成２２年１月１日から施行する。

附 則（平成２４年２月２４日告示第４２号）

（施行期日）

１ この告示は、平成２４年３月１日から施行する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、平成２４年

４月１日（以下「適用日」という。）以後に広告を掲載する者について適用し、

適用日前の掲載に係る広告料については、なお従前の例による。

附 則（平成２６年３月６日告示第４９号）

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日告示第１３８号）



この告示は、平成３０年４月１日から施行し、改正後の本庄市有料広告事業取

扱要綱の規定は、同日以後に募集を開始する広告について適用する。

附 則（令和２年３月２４日告示第１２１号）

（施行期日）

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、この告示の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に申込みのあった広告について適用

し、施行日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。

附 則（令和２年１１月９日告示第４３４号）

（施行期日）

１ この告示は、令和２年１２月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、この告示の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に申込みのあった広告について適用

し、施行日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。

別表第１（第４条関係）

１ 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

２ 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

３ 政治又は宗教に関するもの

４ 個人、団体等の名刺広告又は意見広告

５ 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれのあるもの

６ 社会問題についての主義主張に係るもの

７ 美観風致を害するおそれのあるもの

８ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

９ 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの

１０ 国内世論が大きく分かれているもの

１１ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品



又はサービスに係るもの

１２ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えた

りするおそれのあるもの

１３ 当該広告の内容について市が推奨している等、市民の誤解を招くもの

１４ 市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあ

るもの

１５ 次に掲げる業種又は事業者に関するもの

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）に規定する風俗営業とされる業種及びこれに類する業種

（２） 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）に規定する貸金業とされる業

種

（３） マルチ商法及び催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされ

るもの

（４） ギャンブル（公営競技及び宝くじを除く。）に関する業種

（５） 投機的商品に関する業種

（６） たばこに関する業種

（７） 占い又は運勢判断に関する業種

（８） 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）に

規定する探偵業とされる業種及びこれに類する業種

（９） 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

（１０） 本庄市暴力団排除条例（平成２４年本庄市条例第２０号）に規定

する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者

（１１） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続又は

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続を開始してい

る事業者

（１２） 各種法令に違反している事業者

（１３） 行政からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

（１４） 市町村税を滞納している事業者

（１５） 社会問題を起こしている業種や事業者



別表第２（第５条関係）

１６ 次に掲げる消費者の保護又は青少年保護の観点から適切でないもの

（１） 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

ア 誇大な表現（誇大広告）、根拠のない表示又は誤解を招くようなもの

イ 射幸心をあおる表現

ウ 人材募集広告において、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等関

係法令を遵守していないもの

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 責任の所在が明確でないもの

（２） 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

ア 暴力、賭博、覚醒剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、肯定

し、又は美化したもの

イ 内容が醜悪又は残虐であるもの、猟奇的であるもの等、善良な風俗に

反するような表現をするもの

ウ 性に関する表現で露骨若しくはわいせつであるもの又は裸体を含むも

の

１７ 前各号のほか広告を掲載することが不適当であると市長が認めるもの

市資産 位置 規格 広 告 掲 載 の

期間

広告料（１枠当たり） 備考

広 報 ほ

ん じ ょ

う

市 長 が

指 定 す

る 頁 の

最 下 段

面

下面おおむ

ね５２mm×

８６mm

原 則 と し て

月 号 ３ 回 を

単位（連続し

て 掲 載 す る

ことも可能）

３０，０００円最大連続

１年間

ホ ー ム

ページ

ト ッ プ

ページ

おおむね５

０×１５０

ピ ク セ ル

（８キロバ

イト以下）

１ か 月 単 位

（ 連 続 し て

掲 載 す る こ

とも可能）

次の表の掲載期間の区分に

応じた割引率を適用した広

告料とする。

最大連続

１年間

掲載期間 割 引広 告 料



率 （月額）

１か月から

５か月まで

なし １１，０

００円

６か月から

８か月まで

５％ １０，４

５０円

９か月から

１１か月ま

で

１

０％

９，９０

０円

１２か月 １

５％

９，３５

０円

窓 口 用

封筒

裏面 １枠当たり

おおむね３

０mm×８５

mm

印刷し、窓口

に 設 置 し て

か ら 市 民 に

配 布 す る 期

間

１枚につき１円 印刷枚数

は募集時

に市長が

指定

公 用 封

筒 （ 長

３）

裏面 １枠当たり

おおむね３

０mm×８５

mm

印刷し、市が

使 用 を 終 わ

る ま で の 期

間

１枚につき１円 印刷枚数

は募集時

に市長が

指定

公 用 封

筒 （ 角

２）

裏面 １枠当たり

おおむね６

０mm×１０

０mm

印刷し、市が

使 用 を 終 わ

る ま で の 期

間

１枚につき１円 印刷枚数

は募集時

に市長が

指定

サ イ ン

ボード

本 庄 駅

自 由 通

路

LED 内 照 パ

ネ ル B０

ヨコ （W

１４５６×

１ か 月 単 位

（ 最 低 ３ か

月連続）

１か月あたり３０，０００円最大連続

１年間



H１０３０）

その他 その都度設定する。


